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報告第 4 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、浜田市税条例の一部を改正する

条例について専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市税条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 6 年 3 月 31 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市税条例の一部を改正する条例 

 

浜田市税条例（平成 17 年浜田市条例第 67 号）の一部を次のように改正す

る。 

第 34 条の 7 第 1 項中「若しくは金銭」及び「又は金銭」を削り、「同項」

を「法第 314 条の 7 第 1 項」に改め、同項第 9 号を次のように改める。 

⑼ 所得税法第 78 条第 2 項第 4 号に規定する公益信託の信託財産とする

ために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

第 51 条第 2 項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部

分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らか

であり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

第 51 条第 3 項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。 

第 56 条中「第 64 条第 4 項」を「第 152 条第 5 項」に改める。 

第 71 条第 2 項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部

分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

第 71 条第 3 項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。 

第 139 条の 3 第 2 項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以

外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有又は取得する土地が同項各号のいずれか

に該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要が

あると認める場合は、この限りでない。 

第 139 条の 3 第 3 項中「によって」を「により」に改める。 

附則第 4 条の 2 を削る。 

附則第 7 条の 4 の次に次の 4 条を加える。 

（令和 6 年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第 7 条の 5 令和 6 年度分の個人の市民税に限り、法附則第 5 条の 8 第 4 項

及び第 5 項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和 6 年度分
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特別税額控除額を、前年の合計所得金額が 1,805 万円以下である所得割の

納税義務者（次条及び附則第 7 条の 7 において「特別税額控除対象納税義

務者」という。）の第 34 条の 3、第 34 条の 6 から第 34 条の 9 まで、附則

第 5 条第 2 項、附則第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項、前条及び

附則第 9 条の 2 の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

2  前項の規定の適用がある場合における第 34 条の 7 第 2 項、第 47 条の 5

第 1 項及び前条の規定の適用については、第 34 条の 7 第 2 項及び前条中

「附則第 5 条の 6 第 2 項」とあるのは「附則第 5 条の 6 第 2 項及び第 5 条

の 8 第 6 項」と、第 47 条の 5 第 1 項中「課した」とあるのは「附則第 7 条

の 5 第 1 項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年

中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々

年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第 7 条の 5 第 1 項の規定の適

用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和 6 年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第 7 条の 6 令和 6 年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知

書に記載すべき各納期の納付額については、第 41 条の規定にかかわらず、

次に定めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の市民税の額（前条第 1 項の規定の適用がないものとした場合に算出

される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普

通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第 5 条の 8 第 1 項及び第 2 項の

規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の

県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下

この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」

という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係

る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控

除した額（以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税

額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

住民税の額を 4 で除して得た金額（当該金額に 1,000 円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」と

いう。）に 3 を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項に

おいて「第 1 期分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書
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に記載すべき各納期の納付額は、第 40 条第 1 項に規定する第 1 期の納

期（以下この項、次項及び次条第 1 項において「第 1 期納期」という。）

においてはその者の第 1 期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税

に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期にお

いてはその者の分割金額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第 1 期分金額以上であり、かつ、その者の第 1 期

分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、第 1 期納期においてはないものと

し、第 40 条第 1 項に規定する第 2 期の納期（以下この項及び次条第 1 項

において「第 2 期納期」という。）においてはその者の第 1 期分金額とそ

の者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、第 40 条第 1 項に規定する第 3 期

の納期（以下この項において「第 3 期納期」という。）及び同条第 1 項に

規定する第 4 期の納期（以下この項において「第 4 期納期」という。）に

おいてはその者の分割金額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第 1 期分金額とその者の分割金額との合計額以上

であり、かつ、その者の第 1 期分金額とその者の分割金額に 2 を乗じて

得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、第 1 期納期及び第 2 期納期においてはないものとし、

第 3 期納期においてはその者の第 1 期分金額とその者の分割金額に 2 を

乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、第 4 期納期においてはその者の分

割金額とする。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第 1 期分金額とその者の分割金額に 2 を乗じて得

た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、第 1 期納期、第 2 期納期及び第 3 期納期においてはな

いものとし、第 4 期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民

税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境

税の額の合算額とする。 

2  令和 6 年度分の個人の市民税（第 1 期納期から第 47 条第 1 項の規定に

より普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同
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項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の

規定は、適用しない。 

（令和 6 年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第 7 条の 7 令和 6 年度分の個人の市民税に限り、第 47 条の 2 第 1 項の規定

により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税（第 3 項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」

という。）の額及び同条第 2 項の規定により普通徴収の方法によって徴収

すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定

めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個

人の市民税の額（附則第 7 条の 5 第 1 項の規定の適用がないものとした

場合に算出される第 47 条の 2 第 1 項に規定する前年中の公的年金等に

係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森

林環境税額を含む。以下この号及び第 5 号において同じ。）の合算額（以

下この号及び第 5 号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。）をいう。以下この号及び第 3 項第 1 号において同じ。）

からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除し

た額（以下この項及び第 3 項において「年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税

の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の 2 分の 1 に相当する額をい

う。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号におい

て同じ。）を 2 で除して得た金額（当該金額に 1,000 円未満の端数がある

とき、又は当該金額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第 2 期分金額」

という。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第 1 期分金

額」という。）に満たない場合には、第 1 期納期及び第 2 期納期に普通徴

収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第 47

条の 3 に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方

法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額

（以下この項及び第 3 項において「特別徴収対象税額」という。）は、第



6 

1 期納期においてはその者の第 1 期分金額からその者の年金所得に係る

個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第

2 期納期においてはその者の第 2 期分金額に相当する税額、当該年度の

初日の属する年の 10 月 1 日から 11 月 30 日までの間においてはその者

の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を 3 で除して得た

金額（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。

以下この項において「分割金額」という。）に 2 を乗じて得た金額をその

者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した

残額に相当する金額（以下この項において「10 月分金額」という。）に

相当する税額、同年 12 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第 1 期分金額以上であり、かつ、その者の第

1 期分金額とその者の第 2 期分金額との合計額に満たない場合には、普

通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第 1 期納期における税額はな

いものとし、第 2 期納期においてはその者の第 1 期分金額とその者の第

2 期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属す

る年の 10 月 1 日から 11 月 30 日までの間においてはその者の 10 月分金

額に相当する税額、同年 12 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間におい

てはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第 1 期分金額とその者の第 2 期分金額との合

計額以上であり、かつ、その者の第 1 期分金額、その者の第 2 期分金額

及びその者の 10 月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象

税額及び特別徴収対象税額は、第 1 期納期及び第 2 期納期における税額

はないものとし、当該年度の初日の属する年の 10 月 1 日から 11 月 30 日

までの間においてはその者の第 1 期分金額、その者の第 2 期分金額及び

その者の 10 月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12 月 1 日

から翌年の 3 月 31 日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

⑷ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る
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特別税額控除額がその者の第 1 期分金額、その者の第 2 期分金額及びそ

の者の 10 月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第 1 期分金額、

その者の第 2 期分金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割金額の

合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第 1 期納期及び第 2 期納期並びに当該年度の初日の属する年の 10 月 1

日から 11 月 30 日までの間における税額はないものとし、同年 12 月 1 日

から翌年の 1 月 31 日までの間においてはその者の第 1 期分金額、その

者の第 2 期分金額、その者の 10 月分金額及びその者の分割金額の合計

額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、同年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの間に

おいてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑸ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第 1 期分金額、その者の第 2 期分金額、その

者の 10 月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第 1 期納期及び第 2 期納期

並びに当該年度の初日の属する年の 10 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の間における税額はないものとし、同年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの

間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

に相当する税額とする。 

2  前項の規定の適用がある場合における第 47 条の 4 の規定の適用につい

ては、同条第 2 項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属

する年の 10 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間における当該特別徴収対

象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」

とあるのは、「附則第 7 条の 7 第 1 項各号に規定する特別徴収の方法によ

って徴収すべき額」とする。 

3  令和 6 年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の

市民税の額（第 1 項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定

めるところによる。 

⑴ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第 47

条の 5 第 1 項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を

いう。以下この号において同じ。）を 3 で除して得た金額（当該金額に

100 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 100 円未満である
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ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項にお

いて「分割金額」という。）に 2 を乗じて得た金額をその者の特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する

金額（以下この項において「10 月分金額」という。）に満たない場合に

は、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10 月 1 日から

11 月 30 日までの間においてはその者の 10 月分金額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年 12 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間においてはその者

の分割金額に相当する税額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の 10 月分金額以上であり、かつ、その者の 10

月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収

対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10 月 1 日から 11 月 30 日ま

での間における税額はないものとし、同年 12 月 1 日から翌年の 1 月 31

日までの間においてはその者の 10 月分金額とその者の分割金額との合

計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、同年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの間

においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の 10 月分金額とその者の分割金額との合計額

以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年

の 10 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの間における税額はないものと

し、同年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの間においてはその者の第 47 条の

5 第 2 項の規定により読み替えられた第 47 条の 2 第 1 項に規定する年金

所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

4  前項の規定の適用がある場合における第 47 条の 4 の規定の適用につい

ては、同条第 2 項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属

する年の 10 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間における当該特別徴収対

象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」

とあるのは、「附則第 7 条の 7 第 3 項各号に規定する特別徴収の方法によ

って徴収すべき額」とする。 

5  令和 6 年度分の個人の市民税につき第 47 条の 6 第 1 項の規定の適用が

ある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和 7 年度分の個人の市民税の特別税額控除） 
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第 7 条の 8 令和 7 年度分の個人の市民税に限り、法附則第 5 条の 12 第 3 項

及び第 4 項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和 7 年度分

特別税額控除額を、同条第 3 項に規定する特別税額控除対象納税義務者の

第 34 条の 3、第 34 条の 6 から第 34 条の 9 まで、附則第 5 条第 2 項、附則

第 7 条第 1 項、附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項、附則第 7 条の 4 及び附則第 9

条の 2 の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第 8 条第 2 項中「前条」を「附則第 7 条の 4」に改め、同条第 3 項中

「第 34 条の 9 第 1 項」の次に「、附則第 7 条の 5 第 1 項及び前条」を加え、

「同項中」を「第 34 条の 9 第 1 項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」

に、「とする」を「と、附則第 7 条の 5 第 1 項中「前条及び」とあるのは「前

条、附則第 8 条第 2 項及び」と、前条中「附則第 7 条の 4 及び」とあるのは

「附則第 7 条の 4、次条第 2 項及び」とする」に改める。 

附則第 10 条の 2 中第 21 項を削り、第 20 項を第 21 項とし、同条第 19 項

中「附則第 15 条第 25 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 25 項第 4 号ハ」に改

め、同項を同条第 20 項とし、同条第 18 項中「附則第 15 条第 25 項第 3 号ロ」

を「附則第 15 条第 25 項第 4 号ロ」に改め、同項を同条第 19 項とし、同条第

17 項中「附則第 15 条第 25 項第 3 号イ」を「附則第 15 条第 25 項第 4 号イ」

に改め、同項を同条第 18 項とし、同条第 16 項中「附則第 15 条第 25 項第 2

号ハ」を「附則第 15 条第 25 項第 3 号ハ」に改め、同項を同条第 17 項とし、

同条第 15 項中「附則第 15 条第 25 項第 2 号ロ」を「附則第 15 条第 25 項第 3

号ロ」に改め、同項を同条第 16 項とし、同条第 14 項中「附則第 15 条第 25

項第 2 号イ」を「附則第 15 条第 25 項第 3 号イ」に改め、同項を同条第 15 項

とし、同条第 13 項の次に次の 1 項を加える。 

14 法附則第 15 条第 25 項第 2 号に規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は 7 分の 6 とする。 

附則第 10 条の 2 第 22 項中「附則第 15 条第 33 項」を「附則第 15 条第 32

項」に改め、同条第 23 項中「附則第 15 条第 38 項」を「附則第 15 条第 37

項」に改め、同条中第 27 項を第 28 項とし、第 26 項を第 27 項とし、同条第

25 項中「附則第 15 条第 43 項」を「附則第 15 条第 42 項」に改め、同項を同

条第 26 項とし、同条第 24 項中「附則第 15 条第 42 項」を「附則第 15 条第

41 項」に改め、同項を同条第 25 項とし、同条第 23 項の次に次の 1 項を加え

る。 

24 法附則第 15 条第 38 項に規定する市町村の条例で定める割合は 2 分の 1

とする。 
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附則第 10 条の 3 第 14 項を同条第 15 項とし、同条第 13 項中「附則第 7 条

第 17 項」を「附則第 7 条第 18 項」に改め、同項を同条第 14 項とし、同条第

12 項中「附則第 7 条第 16 項各号」を「附則第 7 条第 17 項各号」に改め、同

項を同条第 13 項とし、同条第 11 項中「附則第 7 条第 11 項各号」を「附則第

7 条第 12 項各号」に改め、同項を同条第 12 項とし、同条第 10 項中「附則第

7 条第 10 項各号に規定する」を「附則第 7 条第 11 項各号に掲げる」に改め、

同項を同条第 11 項とし、同条第 9 項中「附則第 7 条第 9 項各号」を「附則第

7 条第 10 項各号」に改め、同項を同条第 10 項とし、同条第 8 項中「附則第

7 条第 8 項各号」を「附則第 7 条第 9 項各号」に改め、同項を同条第 9 項と

し、同条中第 7 項を第 8 項とし、第 3 項から第 6 項までを 1 項ずつ繰り下げ、

第 2 項の次に次の 1 項を加える。 

3  市長は、法附則第 15 条の 7 第 1 項又は第 2 項の認定長期優良住宅のう

ち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合に

おいても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87

号）第 5 条第 4 項に規定する管理者等から、法附則第 15 条の 7 第 3 項に

規定する期間内に施行規則附則第 7 条第 4 項に規定する書類の提出がされ、

かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第 15 条の 7 第 1 項又は第 2 項に

規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、

同条第 1 項又は第 2 項の規定を適用することができる。 

附則第 11 条の見出し中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を「令和 6 年度

から令和 8 年度まで」に改める。 

附則第 11 条の 2 の見出し中「令和 4 年度又は令和 5 年度」を「令和 7 年

度又は令和 8 年度」に改め、同条第 1 項中「令和 4 年度分又は令和 5 年度分」

を「令和 7 年度分又は令和 8 年度分」に改め、同条第 2 項中「令和 4 年度適

用土地又は令和 4 年度類似適用土地」を「令和 7 年度適用土地又は令和 7 年

度類似適用土地」に、「令和 5 年度分」を「令和 8 年度分」に改める。 

附則第 12 条の見出し中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を「令和 6 年度

から令和 8 年度まで」に改め、同条第 1 項中「令和 3 年度から令和 5 年度ま

で」を「令和 6 年度から令和 8 年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和 4

年度分の固定資産税にあっては、100 分の 2.5）」及び「（令和 3 年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第 2

項及び第 3 項中「令和 4 年度分及び令和 5 年度分」を「令和 6 年度から令和

8 年度までの各年度分」に改め、同条第 4 項及び第 5 項中「令和 3 年度から

令和 5 年度まで」を「令和 6 年度から令和 8 年度まで」に改める。 
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附則第 12 条の 3 の見出し中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を「令和 6

年度から令和 8 年度まで」に改め、同条中「地方税法等の一部を改正する法

律（令和 3 年法律第 7 号）附則第 14 条」を「地方税法等の一部を改正する法

律（令和 6 年法律第 4 号）附則第 21 条」に、「令和 3 年度から令和 5 年度ま

で」を「令和 6 年度から令和 8 年度まで」に改める。 

附則第 13 条の見出し中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を「令和 6 年度

から令和 8 年度まで」に改め、同条中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を

「令和 6 年度から令和 8 年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」

及び「（令和 3 年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税

標準額）」を削る。 

附則第 15 条第 1 項中「令和 3 年度から令和 5 年度まで」を「令和 6 年度

から令和 8 年度まで」に改め、同条第 2 項中「令和 6 年 3 月 31 日」を「令和

9 年 3 月 31 日」に改める。 

附則第 16 条の 3 第 3 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 16条の 3第 1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 16 条の 4 第 3 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 16条の 4第 1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 17 条第 3 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 17 条第 1 項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第 18 条第 5 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 18 条第 1 項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第 19 条第 2 項に次の 1 号を加える。 
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⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 19 条第 1 項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第 20 条第 2 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 20 条第 1 項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

附則第 20 条の 2 第 2 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 20条の 2第 1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 20 条の 2 第 5 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 20 条の 2 第 3 項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第 20 条の 3 第 2 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 20条の 3第 1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 20 条の 3 第 5 項に次の 1 号を加える。 

⑸ 附則第 7 条の 5 及び附則第 7 条の 8 の規定の適用については、附則第

7 条の 5 第 1 項及び附則第 7 条の 8 中「所得割の額」とあるのは、「所得

割の額並びに附則第 20 条の 3 第 3 項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第 56 条の改正規定 令和 7 年 4 月 1 日 
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⑵ 第 34 条の 7 第 1 項の改正規定、附則第 4 条の 2 を削る改正規定及び

次条の規定 公益信託に関する法律（令和 6 年法律第 30 号）の施行の日

の属する年の翌年の 1 月 1 日 

（市民税に関する経過措置） 

第 2 条 所得税法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 8 号）附則第 3

条第 1 項の規定の適用がある場合における前条第 2 号に掲げる規定による

改正後の浜田市税条例（以下「新条例」という。）第 34 条の 7 第 1 項（第

9 号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第 9 号中「寄附金」

とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第

8 号）附則第 3 条第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第 1 条の規定による改正前の所得税法第 78 条第 3 項の規定により特

定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和 6 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 5 年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2  令和 2 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 4 号）第 1 条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。次項及び第 4 項におい

て「旧法」という。）附則第 15 条第 25 項に規定する特定再生可能エネルギ

ー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

3  平成 29 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に受けた旧法附則第

15 条第 32 項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

4  都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 43 号）

の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に整備された旧法附則第 15 条

第 39 項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 

 



 

報告第 5 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て締結した工事

請負契約の契約金額の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 



 

工事請負契約の契約金額の変更について 

 

令和 4 年 11 月 11 日議決を経た、市道日脚治和線（周布橋）既設橋梁撤去

工事（その 2）請負契約の契約金額の変更を、地方自治法第 180 条第 1 項の

規定により、次のとおり決定する。 

 

令和 6 年 3 月 8 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

工事請負契約の契約金額の変更の決定 

 

市道日脚治和線（周布橋）既設橋梁撤去工事（その 2）請負契約の契

約金額を 9,697,600 円減額し、303,915,700 円とする。 



 

報告第 6 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て締結した工事

請負契約の完工期日の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定に

より報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 



 

工事請負契約の完工期日の変更について 

 

令和 5 年 9 月 28 日議決を経た、市道日脚治和線（周布橋）新設橋梁下部

工事請負契約の完工期日の変更を、地方自治法第 180条第 1項の規定により、

次のとおり決定する。 

 

令和 6 年 3 月 27 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

工事請負契約の完工期日の変更の決定 

 

市道日脚治和線（周布橋）新設橋梁下部工事請負契約の完工期日を 367

日延期し、令和 7 年 3 月 31 日とする。 







































































報告第 8 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、損害賠償の額の決定について専

決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 



損害賠償の額の決定について 

 

損害賠償の額を地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり定め

る。 

 

令和 6 年 5 月 8 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

損害賠償の額の決定 

 

市道施設に係る事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

1  損害賠償の額    54,470 円 

2  損害賠償の相手方  （省略） 

 

 



報告第 9 号 

 

   令和 5 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 令和 5 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施

行令第 146 条第 2 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

款 事 業 名

国県支出金 地方債 その他

02

02

02

02

03

03

04

04

06

06

06

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

10

11

11

公園環境整備対策事業

旭中学校防音対策事業

５年農地災害復旧費

５年農業用施設災害復旧費

中核的経営体等育成支援事業

担い手等育成支援事業

農業水路等長寿命化防災減災事業

公共残土等処理場整備事業

橋梁等長寿命化調査点検事業

生活道路整備事業

白砂１号線改良事業

戸地線改良事業

浜田駅周辺整備事業

ＣＡＴＶ電柱支障移転経費

低所得者支援及び定額減税補足給
付金給付事業

防災行政無線屋外拡声子局移設経
費

戸籍等システム改修経費

介護施設整備支援事業

子ども・子育て支援事業計画策定
事業

新型コロナウイルスワクチン接種
事業

エコクリーンセンター基幹改良工
事に係る広域行政組合負担金

農林水産業費

農林水産業費

土木費 道路橋梁費

7,800,000 6,000

31,315,413 24,200,000 8,448

300,000

14,400,000

765,099

農林水産業費 35,379,100

14,000,000

02

1,587,261,000 1,587,261,000

35,400,000 35,379,100

01

01
農業費

01

農業費

6,299,000 6,299,000

18,977,000 18,399,217 3,426 10,589,791土木費 道路橋梁費
02

井野３７号線道路改良事業

1,587,200,000

令 和 ５ 年 度 浜 田 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

翌 年 度
繰 越 額

左  の  財  源  内  訳

項 金  額 既 収 入 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

特定財源

7,700,000

01
総務費 総務管理費

総務管理費

7,700,000

9,963,081

農業費 3,233,000

16,000,000 16,000,000

02
道路橋梁費

05

02
道路橋梁費

02

02

02

歩道整備事業

橋梁長寿命化改修事業

周布橋整備事業

谷口橋整備事業

農林水産業施
設災害復旧費

3,084,000 3,077,000

03

6,034,000 6,034,000

2,633,000 2,633,000 2,633,000

44,826,000 44,826,000 44,826,000

4,431,570

2,200,000

23,000

9,202,760 6,600,000

434,075

21,500,000 20,573,272 10,772,000 9,800,000

16,567,859

335,000,000 330,343,652 21,205 199,090,877 126,800,000

20,400,000

69,536,000 55,523,861

6,034,000

2,655,240

1,272

総務費 総務管理費 7,700,000

12,290,371

233,863,000 65,571,742 65,571,742

17,853,000 12,290,371

01
総務費

01

民生費 社会福祉費

衛生費 保健衛生費

24,217,000 24,217,000 23,420,000 797,000

01

01

03
総務費 戸籍住民基本

台帳費

02

衛生費 清掃費

民生費 児童福祉費 3,630,000

66,800,000 66,561,996

2,200,000

61,000

6,299,000

3,233,000 3,233,000

土木費 土木管理費

土木費 道路橋梁費

土木費

4,209,900

1,600,000

66,561,996

01

02

5,753,181

土木費

土木費 道路橋梁費 20,125,000 3,761,300 3,700,000 61,300

4,150,000 827,000 69,925

02
道路橋梁費

02

02

14,000,000

土木費 道路橋梁費

道路橋梁費 12,104,600 6,936,461道路ストック災害防除事業

土木費 道路橋梁費

土木費

153,390,000 152,382,524 91,093 87,171,431 61,900,000 3,220,000

02

土木費 道路橋梁費

4,600,000 568,139土木費

土木費 都市計画費

教育費 中学校費

災害復旧費 1,620,886

51,000,000 50,543,100 50,543,100

1,356,114 100,000

01

01
農林水産業施
設災害復旧費

災害復旧費 5,243,000 5,243,000 2,487,760 100,000



（単位：円）

款 事 業 名

国県支出金 地方債 その他

令 和 ５ 年 度 浜 田 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

翌 年 度
繰 越 額

左  の  財  源  内  訳

項 金  額 既 収 入 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

特定財源

11

11

574,358,705 1,881,400,000 12,290,371 39,679,854

５年林業施設災害復旧費

５年公共土木施設災害復旧費

計 2,861,121,000 2,628,252,675 120,523,745

1,566,00013,524,000 1,000,000農林水産業施
設災害復旧費

01

16,090,000 16,090,000

17,596,000 25,200,000 9,851,000災害復旧費 公共土木施設
災害復旧費

58,877,000 52,647,000

02

災害復旧費



報告第 10 号 

 

令和 5 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

令和 5 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法

第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定による建設改良費等の繰越額

円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費
重要給水施設配
水管耐震事業11
工区

106,000,000 30,580,000 75,420,000 59,321,000 16,099,000 0

〃 〃

重要給水施設配
水管耐震事業11
工区（消火栓工
事）

1,779,800 0 1,779,800 1,779,800 0 0

〃 〃

美川周布線（穂出
工区）交通安全対
策補助事業に伴
う配水管移転工
事

10,000,000 3,760,000 6,240,000 0 6,240,000 0

〃 〃

美川周布線（穂出
工区）交通安全対
策補助事業に伴
う配水管移転工
事（消火栓工事）

1,063,700 0 1,063,700 1,063,700 0 0

〃 〃
金城地域送水管
更新工事

110,000,000 39,600,000 70,400,000 60,400,000 10,000,000 0

使用資材の調達に時間を要し年度内
完了が困難となったため。

〃 〃

浜田処理区下水
道管渠整備工事
（第二工区）その1
に伴う配水管移
転工事

8,000,000 2,920,000 5,080,000 0 5,080,000 0

下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

令和5年度　浜田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

本工事箇所は交通量も多く、交通規制
について関係機関との協議に時間を要
し年度内完了が困難となったため。

道路改良工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

説 明



円 円 円 円 円 円 円

工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明

資本的支出 建設改良費
熱田町配水管改
良工事

35,000,000 12,320,000 22,680,000 0 22,680,000 0

使用資材の調達に時間を要し年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
熱田地区水道施
設工事に伴う付
帯施設改修工事

22,000,000 6,900,000 15,100,000 0 15,100,000 0

使用資材の調達に時間を要し年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
重要給水施設配
水管耐震事業13
工区

80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 0

〃 〃

重要給水施設配
水管耐震事業13
工区（消火栓工
事）

1,601,600 0 1,601,600 1,601,600 0 0

〃 〃
水道管路緊急改
善事業12工区

200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0

〃 〃
水道管路緊急改
善事業12工区
（消火栓工事）

1,766,600 0 1,766,600 1,766,600 0 0

〃 〃

重要給水施設配
水管耐震事業配
水管推進工法設
計業務

12,529,000 3,700,000 8,829,000 8,829,000 0 0

橋梁の杭基礎の調査方法の選定及び
実施に時間を要したため。

令和6年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R5国補正予算分）
であり、交付決定が令和6年3月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

令和6年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R5国補正予算分）
であり、交付決定が令和6年3月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。



円 円 円 円 円 円 円

工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明

資本的支出 建設改良費

国道9号電線共同
溝工事に伴う配
水管移転設計業
務

13,255,000 0 13,255,000 0 13,255,000 0

関係者協議に時間を要し年度内完了
が困難となったため。

〃 〃
重要給水施設配
水管耐震事業測
量設計業務その4

25,740,000 0 25,740,000 0 25,740,000 0

令和6年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R5国補正予算分）
であり、交付決定が令和6年3月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

〃 〃
水道管路緊急改
善事業測量設計
業務その5

27,159,000 0 27,159,000 0 27,159,000 0

令和6年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R5国補正予算分）
であり、交付決定が令和6年3月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

水道事業費用 営業費用
重要給水施設配
水管耐震事業11
工区

2,689,500 0 2,689,500 0 2,689,500 0

本工事箇所は交通量も多く、交通規制
について関係機関との協議に時間を要
し年度内完了が困難となったため。

〃 〃

美川周布線（穂出
工区）交通安全対
策補助事業に伴
う配水管移転工
事

322,300 0 322,300 0 322,300 0

道路改良工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
金城地域送水管
更新工事

125,400 0 125,400 0 125,400 0

使用資材の調達に時間を要し年度内
完了が困難となったため。

〃 〃

浜田処理区下水
道管渠整備工事
（第二工区）その1
に伴う配水管移
転工事

1,411,300 0 1,411,300 0 1,411,300 0

下水道工事に伴う支障移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。



円 円 円 円 円 円 円

工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明

水道事業費用 営業費用
熱田町配水管改
良工事

2,779,700 0 2,779,700 0 2,779,700 0

使用資材の調達に時間を要し年度内
完了が困難となったため。

〃 〃
重要給水施設配
水管耐震事業13
工区

14,345,100 0 14,345,100 0 14,345,100 0

令和6年度への繰越を想定した国交付
金事業の追加要望（R5国補正予算分）
であり、交付決定が令和6年3月に示さ
れたことに伴う本工事の繰越のため。

翌年度繰越額計 577,788,000



報告第 11 号 

 

令和 5 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

令和 5 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営

企業法第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 



地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費
浜田処理区整備
事業

203,230,978 78,521,194 115,885,516 57,000,000 0 58,800,000 85,516 8,824,268

他事業との設計協議、工事工程の調整
に不測の日数を必要としたため。

〃 〃
ストックマネジメン
ト改築事業

50,127,621 22,268,008 27,859,613 11,600,000 0 16,100,000 159,613 0

機器の部品調達が困難となり、工場製
作に遅れが生じたため。

令和5年度　浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額 国庫補助金 工事負担金等 企 業 債

損 益 勘 定
留 保 資 金 等

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明



  

報告第 12 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 2 条第 1 項の規定により私法上

の原因に基づいて発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、

次のとおり報告する。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1  会計名     一般会計 

⑴ 件 数    2 件 

⑵ 金 額    12,000 円 

⑶ 債権放棄の日 令和 6 年 3 月 31 日 

⑷ 内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

放課後児童クラブ負担金 第 2条第 1項第 2号 2 件 12,000 円 

 

 

 

 



  

報告第 13 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 3 条の規定により準用する第 2

条第 1 項の規定により水道事業の管理者が管理する私法上の原因に基づいて

発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、次のとおり報告す

る。 

 

令和 6 年 6 月 17 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1  会計名     水道事業会計 

⑴ 件 数    80 件 

⑵ 金 額    1,199,787 円 

⑶ 債権放棄の日 令和 6 年 3 月 31 日 

⑷ 内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

水 道 料 金 第 2条第 1項第 1号 3 件 888,664 円 

水 道 料 金 第 2条第 1項第 2号 72 件 287,622 円 

水 道 料 金 第 2条第 1項第 5号 5 件 23,501 円 
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